
３高薬衛第 1317 号

令和３年 10 月 12 日

各市町村水道担当（局）課長 様

高知県健康政策部薬務衛生課長

高知県水道広域支援組織の設置に係るアンケートについて

このことについて、令和２年３月に策定した「高知県水道ビジョン」において、県

が主体で取り組むべき重要施策として、「水道業務の受け皿となる支援組織の検討・活

用」を位置付けて、支援組織の設置に向けた検討を行っています。

支援組織設置にあたっては、設置後の運用にかかる費用負担や人的・技術的支援を

お願いする場合があると考えられることから、今後の方針決定に活用するため、貴市

町村のご意見をお伺いします。

つきましては、市町村として意思決定をしていただき下記のとおりアンケートへの

ご協力をお願いします。

記

１ 提出期限：令和３年 10 月 18 日（月）

２ 提 出 物 ：高知県水道広域支援組織設置に係るアンケート

提出・問合せ先：
薬務衛生課 水道担当 岩下
TEL：088‐823‐9577
FAX：088‐823‐9264
E‐Mail:haruki_iwashita@ken3.pref.kochi.lg.jp

422994
テキストボックス
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記載方法：着色したセルに具体的に記入してください。選択肢は該当項目に○を記入してください。

回答者

市町村名

所属部署

氏名

電話番号

連絡先メールアドレス

設問１　高知県における水道広域支援組織が必要だと思いますか。

①　必要

②　不要　アンケートは終わりです。ご協力ありがとうございました。

設問２　高知県における水道広域支援組織形態について別紙案１から案３のどの形態が良いと思いますか。

①　案１

②　案２

③　案３

④　その他　→　具体的に記入してください。

④記入欄

設問３　組織を設置する場合、案３＞案２＞案１　の順に運営する上で費用負担が大きくなります。

どのくらいの負担であれば許容範囲ですか。

①　必要な額全て

②　任意の額（許容範囲内の最大額を記入してください。）

③　費用負担はできない。

④　その他　→　具体的に記入してください。

④記入欄

設問４　組織を設置する場合、案３＞案２＞案１　の順に組織で働く職員の派遣をお願いする場合があります。

どのくらいの人数であれば許容範囲ですか。

①　必要な人数全て

②　任意の人数（許容範囲内の最大人数を記入してください。）

③　職員の派遣はできない。

④　その他　→　具体的に記入してください。

④記入欄

設問５　組織を設置に関して何かご意見がありましたらお聞かせください。（自由記載）

記入欄

→質問は以上です。ありがとうございました。

高知県水道広域支援組織設置に係るアンケート



大分類 中分類 小分類

経営 料金決定、水道使用者の調査、未収使用量の調査 等（調定業務）、給水停止・解除決定

長期計画作成業務 財政計画、事業計画、更新計画、広域防災計画、危機管理計画

調査、企画関連業務 経営に関わる調査、企画検討、調整、営業業務の企画・調査及び保全に関すること 等

総務関連業務
例規改廃案、公告及び令達、監督官庁への報告、広報活動、普及・啓蒙、地元対策、議会対策、文書管理・
庁舎管理、内部規定に関すること 等

人事関連業務 人事管理、給与支給等事務処理 等
財務関係業務 予算・決算業務、財産管理、資金・起債等に関わる業務 等

窓口業務 問い合わせ対応、手続対応、窓口収納受付、顧客管理、開閉栓依頼受け付け 等

検針業務 量水器検針、台帳管理、口座振替、検針データ管理

料金徴収業務 料金徴収、料金請求、開閉栓・精算業務

滞納整理 督促状送付、個別徴収、滞納者管理

電算システム構築及び管
理、検査機器管理

水道料金収納システム、財務会計処理システム 等

施設建設・監理関係
【対象施設：取水施設、導水管路、浄水施設、送水施設、配水設備】修繕・整備計画の策定、設計、現場管
理、竣工検査、水道台帳保守管理（マッピングシステム管理）、図面関係の整備・保管、給水装置設計審
査、改善指導、給水装置工事業者の指定、河川・ダムの水質調査

その他 監督官庁への報告、占有等の許可、見学者案内

運転管理業務
水運用システム運転制御・監視業務（浄水施設、排水処理施設）、廃棄物処分、水質検査、管路情報システ
ムの整備・運用、ダム・貯水池及びその付属施設の管理運営 等

施設保全管理業務 日常保全業務（保全計画、建物・設備保守点検、設備・機器修繕、漏水防止業務）、大規模修繕・更新業務

ユーティリティ管理業務 薬品類、消耗品等の調達・在庫管理、光熱水通信費調達 等
環境対策・安全衛生管理
業務

安全衛生及び衛生管理、大気測定業務、臭気測定業務、水源林の保護・保全 等

（６） 危機管理業務 危機管理業務 水質事故対策（浄水）、応急給水、応急復旧 等
（７） その他 その他の業務 技術者派遣、全般的な相談、研修

（３） 営業業務

（４）
調査・設計・施
工・監理業務

（５） 維持管理業務

水道における業務内容の分類表

（１） 経営・計画

（２） 管理業務
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【概要】 【概要】 【概要】

【スキーム】 【スキーム】 【スキーム】

【対象業務】 【対象業務】 【対象業務】

【メリット】 【メリット】 【メリット】
既存組織が活用できる可能性がある。 水道事業体側に、選択肢が多くなる。 経営上のメリットが高いと思われる。

【デメリット】 【デメリット】 【デメリット】
市町村の業務委託に対して、対象業務が限定的 組織の運営に係る負担大、 組織がなくなった場合のリスクが高い。

組織の組成や事業運営の負担大。

【類似形態】 【類似形態】 【類似形態】
・兵庫県他多数 ・北九州ウォーターサービス 等 ・荒尾ＳＰＣ、水みらい広島

・中津川市ＪＶ（⇒官側からの出資は無し）

高知県水道広域支援組織の形態について
（案）‐１ （案）‐２ （案）‐３

県内事業体の高度な技術をもつ職員を既存組織に招集し、水道事業体の業
務を受託する。

県内事業体の高度な技術をもつ職員と民間で構成した組織を設置し、水道
事業体の業務を受託する。対象業務は、水道事業体側がその都度、設定
し、契約する。

県内事業体の高度な技術をもつ職員と民間で構成した組織を設置し、水道
事業体の業務を受託する。対象業務は、組織側が設定し、事業体のニーズ
があった場合に、契約する。

広域支援組織

高知県

市町村

技術を保有
する市町村

人的・技術支援

連携

連
携

民間業者

業務委託 業務遂行

参画

【別紙】



アンケートとりまとめ
回答数：３２/３４
1 組織必要の有無 5 ご意見
① 必要 28
② 不要 4

2 案１から案３のどの組織がよいか。

① 案１ 16 /28 57%

② 案２ 8 /28 29%

③ 案３ 4 /28 14%

④ その他 2 /28 7%

（①④、②④の回答あり）

3 負担額の可否

① 全て 6 /28 21%

② 任意 3 /28 11%

③ 不可 1 /28 4%

④ その他 19 /28 68%

（①④の回答あり）

4 職員派遣の可否

① 全て 2 /28 7%

② 任意 3 /28 11%

③ 不可 15 /28 54%

④ その他 8 /28 29%

・案１で組織を作り、その後、
各市町村のニーズに合わせてメ
ニューを増やしていき、徐々に
案２に近づけて行ければいい。

・軽費削減分については負担で
きる。
・民間企業に委託する額と同等
以下。
・イメージがわかない。

・1人派遣が、３市町。
・人が減る分委託業務でカバー
できるなら。
・組織に常勤ではなく、役場の
仕事と兼務できないか。

・トラブルや災害などの緊急時に相談や支援をしてもらえると小さな自治体は
助かる。
・災害時対応を考えると職員数削減はできないので、メリットが限定的だ。
・まずは実現化のであると思われる方策から実施するのが望ましい。
・組織は必要だが、組織に丸投げは良くないと思う。技術的な相談や訓練の支
援をするようにしてはどうか。
・組織で技術を学び、ノウハウを持ち帰り町に貢献できる人材育成をお願いし
たい。
・技術支援をしてもらえる仕組みがあれば良い。負担が発生する組織設置は考
えていない。
・飲料水供給施設も対象にして欲しい。
・本市は県内最大規模の水道事業体で，専門的な職員や知見を有していること
から，県内水道事業体をリードする中心的な役割を担っていると考えている。
また，中小の水道事業体が将来にわたって事業を継続していくためには，広域
化を推進していくことが有効な手段の一つであると認識している。しかしなが
ら，水道事業の独立採算制の観点や本市の事業進捗への影響などから，費用負
担や職員派遣は現状として困難であるが，例えば，広域支援組織の職員を当局
で受け入れ，研修を行うなど，当局から派遣する方法以外も，今後の広域連携
の関わり方について丁寧な議論を重ねていただきたい。



形態 金 人 意見
1 2 3 4 5

いの町 1 ① ① ー ④
職員を派遣した場合には、費用負担について考
慮していただきたい。

② 1 ー

芸西村 2 ① ① ー ④

具体の金額は示しにくいが、案１で小さい規模
の組織であれば受託業務の収入の中で賄う事が
できるのではないでしょうか。組織の規模が大
きくなり、市町村から職員も派遣して運営する
ようになれば、一定の分担金も必要になるもの
と考えます。

④

現状では③の「派遣できない」ですが、
組織が出来て県全体で運営するような形
になれば検討が必要となるし、職員の派
遣がどうしても難しい場合は、費用負担
の検討も必要だと思います。

すぐに依頼したい業務はあまり無いかもしれませんが、トラブ
ルや災害などの緊急時に相談や支援をしてもらえると小さな自
治体では助かります。

佐川町 3 ① ① ー ④ 対象業務を他業者に委託した場合の経費相当額 ③ ー

水道事業担当者数が少人数の事業者にとっては、組織設置のメ
リットは一定あると思うが、広域支援組織が発足しても災害時
対応等を考えると、今以上の職員数削減は行えないので、当町
にとってはメリットが限定的である。

四万十市 4 ① ① ー ④ 経費削減見込額分は負担可能 ④

派遣により上下水道課が減員となる場合
は困難、 ただし、派遣分の業務量を当
該組織又は人員増で対応できるならば許
容可能

ー

室戸市 5 ① ① ー ② 20万円程度 ③ ー ー

宿毛市 6 ① ① ー ④
費用負担は必要と考えるが、必要な額を出せる
とも、許容範囲内の額がいくらとも、現段階で
は回答できません。

② 1 ー

須崎市 7 ① ① ー ② 500万円 ② 1
まずは実現可能であると思われる方策から実施するのが望まし
いと思います。

大月町 8 ① ② ー ① ー ① ー ー

大豊町 9 ① ③ ー ④
不明。具体的にどのくらいの費用負担が必要に
なりそうか分かれば回答しやすいです。

③ ー ー

中土佐町 10 ① ① ー ④
負担金額のイメージができないので、記入が難
しい

③ ー ー

津野町 11 ① ③ ー ① ー ③ ー ー

田野町 12 ① ② ー ④
それぞれの案の組織設置にかかる費用はどれく
らいを想定しているのか。可能な範囲で検討す
る。

④ 可能な範囲での派遣を検討する。 ー

土佐清水市 13 ① ① ー ④
支援組織に委託する金額+負担額＜民間業者に委
託する金額

③ ー ー

梼原町 14 ① ① ー ③ ー ③ ー ー

南国市 15 ① ①④

案１の形態が望ましいが、知
識・経験のある技術員の派遣
については、本市からは難し
い。

④
費用負担については、庁内での議論をしてませ
んので回答できません。

④

本市の水道事業に係わる技術員を特定の
者で運用してきた経緯があり、知識・経
験を持った者が新たな職員に教えながら
水道業務を引き継いでいます。新たな職
員に指導できる者を派遣となれば、本市
の水道事業の運営に支障がでます。課長
係長級を除けば、水道１０年以上経験し
た者はいません。

支援組織は必要だが、水道事業を組織に丸投げみたいな状態に
するのはリスクが大きすぎます。水源地の機械・電機的な故障
は、災害（大雨・地震など）と関係なく発生するので、広域断
水にならないように初動対応（自動運転から手動運転で送水を
再開など）ができるレベルまで職員を鍛えておく必要がありま
す。支援組織には技術的な相談であったり、災害訓練（応急給
水の設営など）など案１を目標にしてみたらどうでしょうか。

越知町 16 ① ③ ー ④ 現時点で具体的な返答はできない ③ ー ー

四万十町 17 ① ②④

当初案1で組織を作り、その後
各市町村のニーズに合わせメ
ニューを増やしていき、徐々
に案２に近づけていければ良
い。いずれにせよ各市町村間
で調整は必要だと思います。

①④
委託する業務の必要経費のすべてまたは、各委
託業務の必要経費の各市町村の人口割り

④
町の仕事をしつつ、組織の仕事もできる
ように兼務にならないか？週2.5日づつ勤
務など。

組織で技術を学び、そのノウハウを持ち帰り町に貢献できる人
材育成をお願いしたい。

安芸市 18 ① ① ー ④
組織の規模や内容が現時点でわからないため回
答困難

④
組織の規模や内容が現時点でわからない
ため回答困難

組織の規模や内容が現時点でわからないため回答困難

香美市 19 ① ② ー ① ー ① ー ー

三原村 20 ① ③ ー ④
現状の水道事業運営に係る費用以内又は同等の
額

③ ー ー

奈半利町 21 ② ー ー ー ー ー ー ー

仁淀川町 22 ① ① ー ④
基本的に①必要な額全てであるが、民間業者に
委託する以上のコストがかかるようであれば設
問１において「②不要」の回答としたい。

③ ー ー

大川村 23 ② ー ー ー ー ー ー ー

土佐市 24 ① ② ー ④
各市町村において広域化により減少した業務量
に見合う金額

④ 委託業務に係る現人役未満の人数 ー

土佐町 25 ① ① ー ④
台帳システムや災害訓練、積算等の限定的な委
託に対する必要最小限の費用負担を考えており
ますが、試算が出来ておりません。

③ ー ー

馬路村 26 ② ー ー ー ー ー ー

本村のような小規模や地理的制約がある自治体では、全体的な
広域支援組織が必要なのか現時点では判断がつかない。分類表
の中では部分的な事案については、広域支援組織も必要と考え
ています。

本山町 27 ② ー ー ー ー ー ー
技術支援してもらえる仕組みがあればよい。費用負担等が発生
する組織設置は、現在のところ考えていない。

香南市 28 ① ① ー ① ー ③ ー ー
日高村 29 ① ① ー ② 人件費分 ③ ー ー

北川村 30 ① ② ー ①
業務委託なので提示された額が適正であれば維
持にかかる経費を全額負担はやむを得ない。

③ ー
対象水道事業が100世帯未満の飲料水供給施設等も入っていな
ければ水道事業体のメリットはない。

黒潮町 31 ① ② ー ④

現段階で具体的に示せない。委託費用で運営で
きる組織となれば、それに越したことはない
が。負担費用が、市町村一律でなく、人口割り+
事業費（委託費）割りなどとなるのであれば致
し方ないと考えます。

④
現段階で具体的に示せないが、数年に一
度（派遣期間3年程）1名の派遣が妥当と
考えます。

安田町 32 ① ② ー ④
業務の正確な内容により許容範囲が定まってく
るため現時点では不明。

③ ー ー

東洋町 33 ー ー ー ー ー ー ー 町長入院中のため未回答

高知市 34 ー ー ー ー ー ー ー

〇本市は県内最大規模の水道事業体で，専門的な職員や知見を有し
ていることから，県内水道事業体をリードする中心的な役割を担っ
ていると考えている。
〇また，中小の水道事業体が将来にわたって事業を継続していくた
めには，広域化を推進していくことが有効な手段の一つであると認
識している。
〇しかしながら，水道事業の独立採算制の観点や本市の事業進捗へ
の影響などから，費用負担や職員派遣は現状として困難であるが，
例えば，広域支援組織の職員を当局で受け入れ，研修を行うなど，
当局から派遣する方法以外も，今後の広域連携の関わり方について
丁寧な議論を重ねていただきたい。

要不要


